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◆日本銀行、「当面の金融政策
運営について」を公表
日本銀行は、10 月 12 日、政策委員会・金融

政策決定会合において、次回金融政策決定会合

までの金融市場調節方針を下記のとおりとし、

別添のとおり公表することを決定、同日対外公

表を行った。また同会合において、金融政策判

断の基礎となる経済及び金融の情勢に関する基

本的見解を決定し、これを「金融経済月報」に

掲載、10 月 15 日に公表した。

記

日本銀行当座預金残高が６兆円を上回ること

を目標として、潤沢な資金供給を行う。

平成 13 年 10 月 12 日

日 本 銀 行

当面の金融政策運営について

日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策決

定会合において、次回金融政策決定会合までの

金融市場調節方針を、以下のとおりとすること

を決定した（賛成多数）。

日本銀行当座預金残高が６兆円を上回ること

を目標として、潤沢な資金供給を行う。

◆政府税制調査会、「連結納税制度
の基本的考え方」を公表
政府税制調査会（首相の諮問機関）は、10 月

16 日、総会において、グループ企業の損益を合

算して課税する連結納税制度についての考え方

を決定し、同日公表した。

◆日本銀行、「当面の金融政策
運営について」を公表
日本銀行は、10 月 29 日、政策委員会・金融

政策決定会合において、次回金融政策決定会合

までの金融市場調節方針を下記のとおりとし、

別添のとおり公表することを決定、同日対外公

表を行った。また同会合において、９月 18 日に

開かれた金融政策決定会合の議事要旨を承認し、

これを 11 月１日に公表した。

記

日本銀行当座預金残高が６兆円を上回ること

を目標として、潤沢な資金供給を行う。

平成 13 年 10 月 29 日

日 本 銀 行

当面の金融政策運営について

日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策決
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定会合において、次回金融政策決定会合までの

金融市場調節方針を、以下のとおりとすること

を決定した（賛成多数）。

日本銀行当座預金残高が６兆円を上回ること

を目標として、潤沢な資金供給を行う。

◆日本銀行、「経済・物価の将来展望
とリスク評価」を公表
日本銀行は、10 月 29 日、政策委員会・金融

政策決定会合において、当初、10 月 30 日に公

表を予定していた「経済・物価の将来展望とリ

スク評価」の公表日時を繰り上げることを決定

し、同日、同資料を公表した（その内容につい

て は 、 日 本 銀 行 ホ ー ム ペ ー ジ （ http:

//www.boj.or.jp/）および『日本銀行調査月報』

2001 年 11 月号参照）。

◆財務省、「租税特別措置法等の一部
を改正する法律案」を国会へ提出
財務省は、10 月 30 日、「租税特別措置法等

の一部を改正する法律案」を国会へ提出した。

その概要は以下のとおり。

租税特別措置法等の一部を改正する法律案の概要

国民が安心して参加できる透明性・公平性の

高い証券市場の構築に資する観点から、株式譲

渡益課税について、申告分離課税の見直しを行

うとともに、緊急かつ異例の措置として、『緊

急投資優遇措置』を講ずることとし、次のとお

り改正を行う。

Ⅰ．申告分離課税の見直し（平成 15 年実施）

１．申告分離課税への一本化

源泉分離選択課税は、平成 14 年 12 月 31

日をもって廃止する。

　  

２．上場株式等に係る申告分離課税の税率の引

下げ

平成15年１月１日以後に上場株式等を譲渡

した場合の税率を、現行の 20％（個人住民税

含め 26％）から 15％（個人住民税含め 20％）

に引き下げる。

　  

３．上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除制度

の創設

平成15年１月１日以後に上場株式等を譲渡

したことにより生じた損失の金額のうち、そ

の年に控除しきれない金額については、翌年

以後３年間にわたり、株式等に係る譲渡所得

等の金額からの繰越控除を認める。

※  平成 13年９月 30日以前に取得した上場株式等に

係る取得費の特例の創設

平成 15年１月１日から平成 22年 12 月 31日まで

の間に譲渡をした上場株式等で平成13年９月30日

以前に取得したものの取得費については、選択によ

り、平成 13 年 10 月１日における価額の 80％相当

額とすることができる。

Ⅱ．長期（１年超）保有上場株式等に係る特例

１．暫定税率の特例の創設

平成 15 年から平成 17 年までの間に１年超

保有の上場株式等を譲渡した場合の税率を、

上記（15％）にかかわらず、７％（個人住民

税含め 10％）とする。

（注）暫定税率の適用がある場合には、新規公開株式

に係る課税の特例の適用を停止する。
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２．100 万円特別控除の特例の延長

長期（１年超）保有上場特定株式等の譲渡

所得に係る100万円特別控除の特例について、

その適用期限を平成17年12月31日まで延長

する。

Ⅲ．緊急投資優遇措置

個人が、改正規定の施行の日以後平成 14 年末

までの間に購入した上場株式等を、平成 17 年か

ら平成19年までの３年間に譲渡した場合におい

て、その購入額の合計額が 1,000 万円に達する

までのものに係る譲渡益については、一定の要

件の下、非課税とする。
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